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｢連帯｣の変容

-20世紀フランス福祉国家史試論-

田中拓道

本稿の冒的は,現代フランス福祉国家の再編論を歴史的文脈の中に位置

づけ,その思想的課題を明らかにすることにある｡これまで,複雑かつ折

衷的な制度で知られるフランス福祉国家は,保守主義,自由主義,左派の

影響など様々な枠組みから考察されてきた1｡近年の代表的研究者B ･パ

リ工は,その年徴をベヴァリッジ塾とビスマルク型の折衷と称している2｡

本稿では,フランス福祉国家の思想基盤を,第三共和政中期の｢連帯｣の

思想に遡る3｡そこに内在する個人の｢解放｣と｢排除｣という二つの契

機を提示した上で(1節),その制度化の過程を踏まえ,戟後フランス福祉

国家の構造的特徴を指摘する(2節)｡その上で, 1970年代後半以降の｢排

除｣の顕在化と福祉国家の再編論を,新しい中間案団を組み込んだ｢連帯｣

の再構成への模索の過程と位置づけ,現在の閉塞状況を探る(3節)｡

1　フランス福祉国家の原理- ｢連帯｣の成立

フランス福祉固家の構造は,その成立前史に大きく規定されている4｡

フランス革命期には｢生存の権利｣ ｢扶助の権利｣が宣言されたが,それら

が社会権として制度化されるには一世紀以上の期間を要した｡

フランス革命初期には,旧体制下の｢社団国家｣から析出された,私的

自律を有する個人の契約から成る新たな秩序像が提唱された｡こうした秩

序を具体化するために,中間集団をいったん廃止し,国家と個人の二極構

造を生み出すことが実際に目指された(1791年ル･シャブリエ法など)｡し

かし,個人の自律を国家が一元的に保障するという理念は,総裁政府期以

降,公権力を制約する原理の不在によって革命中期の専制と秩序の混乱を

招いたとして,自由主義者,保守主義者,サン-シモン主義者など,多く

の思想家による批判の対象となっていく｡
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19世紀以降のフランス政治思想は,身分制や伝統集団からの個人の解放

という理念を引き受けつつ,国家と個人の二極構造ではなく,その間にあ

る｢社会｣という領域を主題とし,様々な中間集団を媒介した｢社会の組

織化｣を構想するという形で展開された｡この時期以降,共済組合,協同

組合,労働組合,同業組合,パトロナージュ,宗教組砧,地域集団,家族

など,多様な中間集団を麓介した社会統合のモデルが様々に提走され,そ

れらは20世紀に至るまで競合を繰り広げていく｡

本稿の主題である｢連帯｣の思想は, 19世紀を通じた｢社会問題｣に一

定の解決を与えるものとして, 1890年代に提唱された｡それは急進共和派

を代表するレオン･ブルジョワや,大学で社会学を唱えたエミール･デュ

ルケームなどに担われ,世紀転換期に社会保険の義務化を正当化する役割

を果たした｡彼らにおいて｢連帯｣とは,分業化された個別の役割(職能)

を担う個万人の舶互依存関係の全体を指す｡この思想の特徴は,こうした

抽象的な社会関係の把蓮から出発して,それ以前の忠恕に見られた自由と

強制,法とモラル,国家と中間集団などの諸要素の対立を解消する論理を

提供したことにある｡

第一に,ブルジョワやデュルケームにとって,個人は社会関係の中での

み自己の能力を発達させ,自律を獲得する存在とみなされる｡デュルケー

ムは言う｡ ｢人がよく行うように,規制の権威と個人の自由とを対立させ

ようとすることほど誤ったことはない｡全く逆に,自由一正しい自由とは,

社会によって尊重するべく義彦づけられるような自由である-はそれ自体,

規制の産物である5｣｡ブルジョワは｢リスク｣という語を用いて個人と社

会の関係を説明している｡彼によれば,個人は人生の中で,病気,事故,

老齢など,自己の寵制を越えた自律を脅かす出来事に遭遇する｡他者との

相互依存関係にあって,それらは秩序全体を脅かす｢リスク｣である6｡

｢連帯｣とは,これらの出来事を社会に内在する集合的｢リスク｣の偶発と

読み替え,それへの補償責任を成貢全体が共有することで成り立つ｡ ｢社

会的リスクへの自発的かつ相互的な保険が成貢に同意され,受容されると

ころにしか,社会生活は存在しないb社会生活の進歩とは,まさにこの舶

互保険に関わる共通の対象･利益･リスクの範囲によって測られるであろ

う7｣｡

第二に, ｢リスク｣の｢社会化｣によって成り立つ｢連帯｣は,個人と社
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会の璃互｢契約｣によって正当化される｡ブルジョワはそれを｢準契約

(quasi-contrat)｣という概念で説明している｡それは｢もしも平等で自由な

条件のもとで交渉したとするなら,両者[個人と社会]の間で前もって成

立しえたはずの合意にかんする解釈であり,表現である8｣｡ ｢準契約｣と

は,社会関係の中にある個人が, ｢リスク｣の発現する以前の｢平等で自由

な条件｣という仮想状態-と遡及し,万人の人格的対称性を仮構すること

で,将来の｢リスク｣ -の補償責任を共有し,それに伴う義香を追認する

ことを意味する｡ ｢リスク｣への集金的補償という｢社会権｣は,個々人が

｢リスク｣を豪小化し,社会秩序の維持･発展に貢献するという｢義務｣の

観念と結びついている｡ブルジョワは言う｡ ｢私の想走する個人とは,労

働する個人であり,労働によって生きるための給与(salaire)を獲得する

個人である9｣｡デュルケームによれば, ｢有機的連帯｣に属する個人の｢道

徳意識の定言命法｣とは次のようなものである｡ ｢与えられた機能を有効に

充足できる状態に汝を置け10｣｡ ｢連帯｣に属する個人は,産業社会で与え

られた個別の役割を能動的に充足し,社会全体の｢進歩｣に貢献すること,

自助努力によって｢リスク｣を軽滅すること一教育を通じた理性の発逮,

労働規律･衛生習慣の内面化一を義香として担う｡

第三に,分業に基づく俄能の相互依存からなる｢連帯｣は,中間集団の

自治を国家が補完するという構造をとる｡ ｢連帯｣の思想では,同業組合,

共済組合,協同組合などの結社の自治が奨励され,国家の役割は,中間集

団への加入の奨励と財政援助,個人への公教育に限定される1l｡デュルケ

ームによれば, ｢社会問題｣への対応は,労働者と使用者から成る同業組合

(corporation)に委ねられる｡被は国家について次のように言う｡ ｢国家と

は,いわば一般的で単純な作業を行うために作られた鈍い機械である｡

一一労働時間,保健衛生,賃金,保険や救済の事業が間是になる時,善意

の入射まどこにおいても同じ困雅に直面する12｣｡国家に代わり,労使代

表から成る同業組合が労働条件の交渉,職業教育などを担い,保険によっ

て｢リスク｣を共有する制度主体となる｡さらに｢デモクラシー｣とは,

職能代表と国家との｢コミュニケーション｣として意義される13｡

以上のように, ｢連帯｣の思想とは,新たに現れた産業社会において,個

人と社会の間に擬似｢契約｣関係に基づく相互義番を想走することで,両

者の調和を導こうとするものであった｡それは個人一社会関係の抽象的把
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接によって,個人を伝統集団(職人組合,パトロナージュ,宗教組織,寡

父長的家族など) -の依存から実質的に解放すると同時に, ｢社会進歩｣を

目的とした中間集団と国家との協調関係を想定することで,それ以前の思

想を超える社会統合の論理をもたらし,世紀転換期に幅広い勢力に受容さ

れた｡

しかし, ｢連帯｣の思想が第三共和政中期にコンセンサスを確立できたわ

けではないことに往意する必要がある｡急進共和派に主導された1898年労

働災害補償法, 1910年労農退職年金法は,いずれも激しい反論の下大幅な

妥協を強いられて成立した｡国家介入を拒否し,労働者階級の自律を唱え

るサンディカリスムは,とりわけ1910年法の定める義香化に激しく抵抗し

た14｡匿名の個人同士のオ冒互依存ではなく,対面的関係に基づく中間集団

内の｢共同性｣の維持を重視する社会経済学(とりわけ共済組合主義)は,

｢連帯｣の思想を,社会の自発的紐帯を脅かし,国家の無制約な拡大を導く

ものとして批判した15｡

こうした思想対立は, ｢連帯｣思想の有する両義的性質を表している｡ブ

ルジョワやデュルケームが個人の権利よりも義香を強調し,ブルジョワが

それを｢牽契約｣という概念によって正当化しようとしたように, ｢連帯｣の

思想は,個人に先立つ社会秩序を前提とし, ｢社会進歩｣という目的から遡

及して個人の役割を規定することで,秩序維持に適合する｢義審｣の充足

を個人に課すという論理を内包している｡こうした論理は,デュルケーム

の思想における｢アノミー｣という概念にも現れている｡デュルケームに

よれば, ｢アノミー｣とは,分業化された役割を能動的に引き受けるべき個

人が,必要な｢モラル｣ (道徳的個人主義)を内面化せず,所与の社会的役

割を超えた欲求を抱えた状態を指す16｡それは｢有機的連帯｣を構成する

個人の｢正常｣なあり方を逸脱した｢異常　anormal)｣な状態であり,矯

正の対象と見なされる｡デュルケームの思想に想定される個人と社会の調

和的関係は,中間集団を通じてこのような｢アノミー｣に陥った個人に働

きかけ,彼(女)らを｢正常｣な状態へと矯正するという操作を前提とし

ている｡この思想が, 20世紀以降国民統合と産業発展という目的の下に援

用されていく時,それは｢義務｣を引き受けるべく｢社会化｣されない個

人の｢排除工　という契機を内にはらんでいくことになる｡
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2　フランス福祉国家の制度化

-コルポラティスム体制と｢連帯｣の変賛

20世紀福祉国家の形成過程は,様々な政治勢力･職業団体(共済組合,

農業団体,医療団体,労働組合など)間でその都度なされた妥協と合意の

過雀である｡ここでは,フランス福祉国家の基本構造の形成にかかわる

1928-30年, 1945-50年, 1960-70年代という三つの立法時期を対象とし,

その背後にある思想的文脈について指摘を行っておきたい｡

(1 ) 1920-30年代

19世紀を通じた複数の社会統合モデルの対立は,第一次大我以降,総力

戦への動貢と戟後援興という文脈において,社会保障の制度構想をめぐる

対立へと重点を移行させる｡ 1910年代まで社会保険の義審化に反対してい

た共済組合は, 1923年の全国大会で義香化を承認する17｡サンディが)ス

ムも, 1926-28年には,共産党系を除くCGT, CFTCが賛意を表明する｡

急進共和派に主導された社会保険法は, 1928年法の修正を経て1930年に出

産･障害･疾病･退職･死亡を含む包括的な保険として成立する｡この法

では加入の義審化が定められる一方,共済組合･労働組合･職域団体･宗

教団体など多くの中間集団間で金庫選択の自由が承認された｡

こうした動向の背後に見られたのは,中間集団と国家の関係の制度化,

すなわち｢コルポラティスム｣体制への一定の合意であった18｡ 1920年代

に入ると,左右両派は,政府と労働組合･使用者団体の協調関係の制度化

によって｢社会進歩｣ (産業発展)と個人の｢自律｣ (労働者の生活条件の

改善)を両立させる｢コルポラティスム｣体制の構築を様々に模索する19｡

一方で, ｢連帯｣思想を担った急進共和派は, 1910年以降,一部の改革官僚

と結びつき,俄能代表による｢産業デモクラシー｣を模索する20｡ 20年代

にはP ･ラロック(Laroque), A　パロディ(Parodi),ネッテルなどの改

革官僚により,労使代表と官僚から成る固民経済評議会の設立による労働

勢力包摂が目指された21｡他方サンディカリスムの側は, 20年代以降,労

働者･技術者の産業自主管理を目的とした評議会設立を酎旨し,それが挫

折すると, 30年代には官僚による｢コルポラティスム｣構想に接近してい

く｡その代表的理論家マクシム･ルロワは, 1922年に『幸福な共和国へ』
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という著作を発表し,次のように述べている｡ ｢今日我利よ,行政的集権化

のただ中にあってさえ,すばらしい産業的連合,真の職業的政府の自発的

な形成に立ち会っている｣｡ ｢あらゆる私的･公的諸機能の間に連帯の感覚

をもたらさなければならない22｣｡それまでのサンディカリスムに見られ

た国家権力への敵対に代えて,ルロワは両者の間に｢産業発展｣を目的と

する緊密を協力関係を構築し, ｢生産･消費と統治を結びつける｣新しい体

制を築こうとする｡ここで消費が含められているように,それは政労使協

調による労働条件の改善によって労働者の購買力を強化し,彼らを｢消費

者｣として産業体制へと励み込むことを意図したものであった｡経済不況

が深刻化する30年代には,ベルギーの社会主義者アンリ･ド･マンやマル

セル･デアによる｢ネオ･コルポラティスム｣論がフランス社会党貢に大

きな影響を与え,その一部は人民戟線下のレオン･ブルム内閣で実践に移

された23｡さらにトウール･ド･パン(TourdePin)など社会カトリック

は,社会主義に対抗して,家父長的家族･職域集団･国家を有機的に結合

する保守的コルポラティスム構想を唱え, 1932年の家族手当導入に主要を

役割を果たした24｡

(2) 1945-50年

一般に,戟後フランス福祉国家の基本構造は, 1945-46年の一連のオル

ドナンスと立法によって与えられたとされる｡ただしその枠組みは, 1930

年代のコルポラティスム論に直接の起源を持つ25｡戟後福祉固家の形成は,

ヴイシー政権崩壊を経た保守派の退潮と,労働運動の活性化を背景として,

ラロック,パロディなど30年代の｢コルポラティスム｣論に連なる改革官

僚の主導による労働勢力包摂の試みとして把擾できる26｡

1945年に暫走政府の要望に応じて提出されたラロック･プランは,イギ

リスのベヴァリッジ･プランと異なり,労使代表による保険拠出と金庫自

主管理(｢社会的デモクラシー｣と称される)を目指すものであった27｡社

会保障は労働者の給与補填を主たる昌的とし,職業的帰属と結びつけられ

る28｡それは労使から成る｢職域的連帯(solidarity professionnelle)｣)を基

魔とし,画家による保険金庫(地域,下級) -の貯政補完と,童/J,限の公

的扶助(1953年以降は｢社会援助(aidesociale)｣と称される)を組み合わ

せることで,間接的に国民的連帯(solidarite nationale)｣の実現を図るもの
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であった29｡その制度化の過雀で,給与所得者を対象とする一般制度のほ

か,自営業者･農民を対象とする独立制度,特定産業労働者を対象とする

特別制度が並存するなど,著しい職域的分立がもたらされた｡社会保障金

庫の｢一元化｣は,戟前からの自治を享受する載城団体や共済組合の抵抗

によって徐射こ放棄され,一般制度以外に複数の俄域金庫が並立した｡フ

ランス福祉国家は,戟後拡張された家族手当と合わせ,家族･職域集団自

治･国家の補完から成る激白のコルポラティスム体制として発展を遂げる｡

(3) 1960-70年代

1960-70年代には,政府･使用者の政治的連倉が強化されることで,国

家の指導による社会保障の一般化と制度間の均衡･効率化が追及される一

方,労使関係の実質的な制度化が進められた30｡ 1960年代は,労働組合に

よるストライキの頻発と,国家が前面に立つ経済統制への批判によって幕

徴づけられる31｡社会学者ミシェル･クロジェは, 68年5月革命の経験を

踏まえた著作において,集権的官僚臥　エリートの閉鉄性,個人の自発性

の抑圧などを指摘し,フランス社会を｢閉ざされた社会　societebloquee)｣

と称した32｡ 60年代末から70年代にかけては,ボンピドゥー大統領によっ

て首席に任命されたシャバン-デルマ内閣の下で,固家の管理や指導に代

わる,労使代表と国家との新しい交渉･契約関係の樹立(｢進歩-の契約｣),

それまでイデオロギー的分裂を繰り返してきた労働融合と使用者団体との

協調関係(｢社会的パートナー｣)の制度化が推進される33｡労働者はこの

体制に組み込まれることで,所得保障(物価と連動した妾低賃金SMIC導

入),月給制,労働時間の短縮などを獲得し,固家は疾病保険,年金保険の

拡充によって,この体制に万人を包摂していった｡

戟後体制に想定される個人とは,国家の公教育によって｢社会化｣され,

長期雇用の下で個別の職能を充是し,代表の選出を通じて金庫の自主管理

に能動的に参与する｢労働する個人｣であり,家族を扶養する責任を担う

家父長である｡こうした国家一労働-家族関係に包摂されない個人は,

｢社会保障｣の対象と見なされず,例外的な｢社会援助｣によって把捉され,

桑低限の生存碓拝を保障されるにすぎない34｡恩恵的に見れば,この体制

は,国家と職域団体の協調を想定する｢連帯｣の思想と,家族を重視する

保守主義との妥協であり,それらを戦後復興と産業発展へと援用したもの
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である｡個人の｢自律｣の内実は,当初｢連帯｣の思想に想走された｢人

間性｣の発展から,産業社会に適合する条件,すなわち所得拡大,労働条

件改善,雇用保障へと読み替えられる｡個人は,教育･就労や市民的生活

習慣の内面化という｢義務｣の充足によって,対応する｢社会権｣を付与

される存在とみなされる｡

3　フランス福祉国家の危機

- ｢排除｣の顕在化と｢連帯｣の再生論

1974年に就任するジスカール-デスタン大統領下のフランスでは,福祉

国家が成熟に至る一方で, ｢栄光の30年(Trente Glorieuses)｣と呼ばれる

経済成長の終薯とともに｢福祉国家の危機｣が顕在化する｡

一般に｢危機｣の背景として,経済の停滞,社会保障の一般化にともな

う社会支出の増大,産業構造の変化,家族の多様化と高齢化の進展などが

指摘される35｡しかし,こうした変化にともなう財政構造の悪化のみが問

題であったわけではない｡その背後に見られたのは,従来の｢連帯｣の秩

序に包摂されない｢排除された人身(Exclus)｣の顕在化であり,福祉国家

の｢正統性｣の危機であった36｡

1970年代の福祉国家批判を担ったのは,主に行政官や経済学者であった｡

彼らは従来の福祉国家の非効率性を指摘し,そのパフォーマンスの効率性

(くシステム統合))強化による｢排除｣ -の対応を主張する1974年に現れ

る二つの代表的な福祉国家批判-ルネ･ルノワール『排除された人々』,ス

トレル『豊かな国における要因の克服』 -は,経済的繁栄と福祉国家の成

熟のただ中において,そこに包摂されない｢社会的不適応者｣が大量に存

在することを指摘した37｡ルノワールによれば,心身障害者を除く｢社会

的不適応者｣は,フランスの全人口の約十分の一に達する｡ここで｢不適

応｣とは,遺児,暴力や犯罪に染まる若者,学校教育からの薙脱者,アル

コール･薬物中毒者,移民など,様々な不遇な条件下に生きる個人を一括

するカテゴリーである｡彼はその原因を,経済的困窮のみならず,従来の

｢社会化｣のメカニズムの中に見出す｡不安定な家族,画一的な学校教育は,

｢-走数の子供や青年の不適応の要図となっている｣｡重い負担と給付の対

応から成る｢社会保障体系の発展は,それ自体[排除の]予防に反する役

割を果たしてきた38｣｡家族･学校･社会保障は,人々の｢社会化｣を引き
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受ける措置であるにもかかわらず,一定層の｢不適応｣を生み出す要因と

もなっている｡ルノワールは,ソーシャル･ワ-カーを強化し,愛国地域

のコミュニティを支援することで,単なる給付ではなく｢排除｣の予防に

重点を移すことを主張する｡実際1970年代後半には,ソーシャル･り一カ

ーの専門化･拡充,低所得者層-の住宅供給など,社会的不適応者を｢統

合(integration)｣するための様々な施策が進められた｡

しかし,こうした｢廃合｣政策は, 80年代には限界に直面する｡若年失

業の一般化,失業の長期化,雇用の不安定化,不正挽雇用の増大などにと

もなって, ｢排除｣は暮夏階層の｢不適応｣の問題から,現代社会に広がる

｢不安定｣な状況一般を指す概念となる39｡社会学者のポーガムによれば,

｢排除｣とは,特定階層や周縁の間薯ではなく,現代社会に生きる個人が,

脆弱化した社会的紐帯の下で,常にそこから脱落し薯窮に陥るというプロ

セスに脅かされている状況を指す40｡この時期以降, ｢排除｣を問題化した

のは,カトリック系,住盾援助,食産援助,フェミニズムなどの多様な

NGO,アソシエーション団体であった41｡これらの勢力は,社会支出削戒

の圧力に抗して既存の社会権の防衛を図る左派･労働組合勢力と異なり,

(社会統合)の機能不全という観点から福祉国家批判を展開する｡ 1987年に

ウレザンスキー神父が社会経済評議会に提出した著名な報告書では,経済

的薯窮の背景にある社会的紐帯の弱体化一学枚教育からの脱落,職業訓練

の不在,職業的不安定,住盾の悪化,家族の不安是などLが指摘され,そ

れらが人間の｢基本的権利｣の侵害であると主張された42｡ 80年代には

｢新しい薯困(nouvelle pauvrete)｣ ｢不安定(precarite)｣を主鷹とした数多

くのパンフレットや報告書が現れ,その一部は実際の立法に影響を与えた

(例えば1988年のRMI参入蕃低所得) ｡

1970年代の｢統倉｣政美が,ソーシャル･り一力一や教育･司法権力を

通じて,不適応者を既存の｢連帯｣秩序-と適応させることを意図したも

のであったとすれば, 1980年以降の｢排除｣論は,固家一労働一家族とい

う従来の画一的な｢社会化｣装置が機能せず,その外部に｢排除された人

々｣が恒常的に生み出されている状況を問題化する｡前者が制度の改変や

不適応者への働きかけ強化による福祉国家のパフォーマンス向上を目的と

するのに対し,後者は,従来の福祉国家の構造が,多様な生活･就労スタ

イルを持つ個人への統合機能を果たせず,社会的｢義番｣を引き受けられ
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ない個人を恒久的に生み出す要因へと転化していることを指摘する｡ 80年

以降の｢連帯｣の再生論は,この二つの議論がせめぎ合う中で展開される｡

以下ではこの時期の福祉国家再編過程について瞥見した後,その動向に批

判的立場を採りつつ,相互に対立する｢連帯｣の再生論を唱えているロザ

ンヴァロン,カステル,ドンズロの議論を整理し,塊在の問覚状況を探る｡

(1 )保険と連帯の区別

1980年以降の福祉国家改革は,社会支出抑制を目指す政府･使用者の主

導の下, 90年以降は一部労組(CFDT)との協力によって進められた43｡そ

れは社会保障法の代表的研究者デュペイルーの要約に従って, ｢保険(as-

suranu)と連帯(solidarite)の区別｣と称することができる44｡戟後フラ

ンス福祉国家は, ｢職域的連帯｣に基づく保険の拡張によって社会保障の一

般化を成し遂げようとしてきた｡ 80年以降は,保険と区別される｢国民的

連帯｣に基づく社会的ミニマム(公的扶助)の拡張によって,従来の｢連

帯｣秩序から逃れた個人を救済するという方向が選択されている｡ 1980年

代には特別連帯手当(ASS),参入手当(AI),参入教低所得(RMI)など

が導入された45｡公的扶助の拡大と並行して,保険拠出に代替する租税化

(fiscalisation)と財源の国家管理が進められている｡ 1991年に導入された社

会保障一般税(CSG)は1998年に7.5%に達し, 1996年には社会保障債番償

還目的税(CRDS),社会保障財政法による金庫管理の一元化が定められた｡

以上の政策転換は,保険給付の抑制･削戒を容易にする一方,従来の

｢職域的連帯｣から脱落した層-の義低限の公的扶助を拡張することを意図

している｡それは保険に依拠する層と公的扶助に依存する層との｢二重化

(dualisation)｣を促進させることで,従来の｢連帯｣原理の根本的な変容を

もたらしている｡以下に採り上げる三人の論者は,こうした動向に批判的

な立場を採りながら, ｢参入(insertion)｣を産概念として｢連帯｣の再生

を模索する代表的論者である｡

(2)連帯の義務の拡張

第一は, ｢連帯｣の義香の側面を強調する立場である｡ロザンヴァロンに

代表されるこの議論は,リベラルを｢参入｣論と位置づけられる｡彼によ

れば,長期失業や雇用の不安7Eによる｢リスク｣の多様化,高齢化や医療
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の発達による｢リスク｣の個人化などによって,もはや均等な｢リスク｣

配分に立肺する旧来の｢連帯｣は妥当性を喪失した46｡彼は,個々人がそ

れぞれの条件の下で自発的に公権力･企業と｢契約｣を結び,自らの｢社

会的有用性｣を示し,社会に｢参入｣するという活動を支援するような

｢能動的福祉国家(Etat-active providence)｣への転換を唱える47｡ ｢能動的

福祉国家｣の役割は,所得補填や扶助ではなく,職業訓練の提供,公私企

業や第三セクターへの就労機会の拡張,就労と給付の結合によって,個人

に均等な｢参入｣機会(equite)を提供し,個人を｢義諌｣を引き受ける

能動的な奥約主体へと再構成することにある｡

ロザンヴァロンが明示的にアメリカのワ一クフェア論を参照していると

おり,彼の議論は,アングロ･サクソン塾の福祉国家モデルを採り入れる

ことで, ｢連帯｣と就労義香とを緊密に結倉し,福祉国家のパフォーマンス

(くシステム統合))強化と(社会統合)の両立を図ろうとしたものと位置づ

けられる48｡それは｢連帯｣原理の義香の側面を強調し, ｢リスク｣の個人

化を英励するという点で,従来の原理の大幅な修正を合意している｡こう

した議論がフランスにどの程度受け入れられるかは明らかではない49｡さ

らに周緑化された個人と公権力との｢契約｣という論理が,両者の非対称

性を覆い隠し50, ｢義審｣を担えない個人の排除を深刻化させる可能性もは

らんでいる｡

(3)連帯の権利の拡張

第二は, ｢連帯｣の権利の側面を拡張し,公権力による｢参入｣の拡大を

図ろうとする議論である｡カステルによれば,従来の給与所得者を対象と

した福祉国家のあり方(レギュラシオン学派のM･アグリエツタに倣って

｢勤労者社会(societesalariale)｣と称される)は,その外部に労働から疎

外された｢社会的不要者｣を生み出した｡これらの入射よ,単なる経済的

困窮者であるだけでなく,基本的権利を剥奪され,社会的アイデンティテ

ィを乗失した存在となっている51｡ ｢排除｣への対応は,第三セクターを通

じた労働市場への包摂や,地域ごとのアソシエ-ションを通じた包摂だけ

では十分ではない｡ ｢社会的保護の存在しないところに社会的結合は存在

しない52｣｡具体的な対案は不明確であるものの,彼の議論は, ♯走の職能

を担うことで社会関係に包摂され権利を保障されるという従来の｢連帯｣
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のあり方に代えて, ｢市民｣という属性に対応する普遍的権利の保障を行っ

たう`えで,労働への｢参入｣を図ろうとするものと位置づけられる53｡よ

り権利の側面を強調するのが,ボルジェト,ヴァン･パリジスなど左派の

論者の主張する｢市民所得　revenudecitoyen)｣ ｢普遍給付(allocation

universelle)｣である54｡彼らは,従来の｢連帯｣や平等に代わる機会均等

(equite)論が,いずれも普遍的な権利保障につながらないことを批判し,

｢友愛｣の理念に基づいて,万人に対し生活に十分な無条件の所得保障を行

うことを提案する55｡

彼らの議論は,従来の｢連帯｣原理の限界を踏まえ,フランス共知主義

のもう-つの伝統である｢友愛｣の再生を唱えることで,実賛的には公権

力による社会権の普遍化を図ろうとするものである｡こうした提案は,フ

ランスでは革命期から19世紀にかけて繰り返しなされてきた批判-国家

介入の範囲をいかなる原理によって制約するのか,法に基づく権利保障と

｢モラル｣に基づく自発的禍互扶助との境界をどう設定するのか,という問

題-を惹起し, ｢連帯｣以前の思想対立を再びもたらす可能性が高い｡

(4)地域的連帯論

最後にジャック･ドンズロは,地域コミュニティ,vlille)に立脚した

｢参入｣政策を唱える｡ドンズロによれば,デュルケームの｢有機的連帯｣

論に代表される俄業的専門化に基づく亜互依存は,経済的不安定の増大に

よって統合機能を失っている｡それに代えて,地域の実情に即した｢新し

い共同体主義｣が必要である56｡従来の教育･警察･司法権力による｢統

合｣政策が失敗したことを受け,ドンズロは,地域ごとにNGO,非営利団

体,地方公共団体の間の｢コミュニケーション｣を活性化させ子｢参入｣計

画(projet)を下から積み上げ,地域コミュニティが国家と｢契約｣を結ぶ

ことで財政援助を受け,その実践主体となるというあり方を提案する57｡

1991年には自ら都市省(ministredeVille)評価委貢会に参画し,地域コミ

ュニティ政策の実践に関わっていく｡

これまでのところ,彼の唱える参入政策は,十分な成果を挙げていない｡

非営利団体やアソシエーションは｢参入｣を可能にするだけの資源や能力

を保障されず,期待された役割を果たせなかった58｡ドンズロ自身,地域

コミュニティ政策は,政府の素任に代わってアソシエーションや個人の自
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発性を強調するにとどまり,実際には排除を深刻化させたと振り返ってい

る59｡ドンズロの議論は,従来の｢コルポラティスム｣体制から逃れた人

々の｢参入｣を促進するために,地域コミュニティに立脚し,様々をアソ

シエーション,私企業と地方公共団体の協力関係を築こうとするものであ

った｡ただしこの政策が,国家の社会支出削滅や地域の大規模開発という

論理と結びついて進められるならば,排除された人びとへの新たな抑圧-

と容易に転化することが,フランスの経験によって示されている｡

4　おわりに

戦後フランス福祉国家の理念的基礎である｢連帯｣は,フランス革命の

経験からもたらされた｡それは伝統集団から解放された自律的｢個人から

成る社会　societedes individus)｣の実塊を,集権的国家に委ねるのではな

く,諸個人の相互義審･権利関係に基づく中間集団の積み上げによっても

たらそうとする理念である｡戟後フランス福祉国家は, 1920-30年代のコ

ルポラティスム論を引き継ぎ,労使から成る職域集団の自治を官僚が活用

することで形成された｡個人は家族-俄域集団-固家という｢社会化｣装

置の下で一定の扶養･就労･教育義香を充足し,それに対応する権利を付

与される存在とみなされた｡こうした秩序は, 1970年代以降,そこに包摂

されない多様な個人を抱え込み,正統性を問い直されている｡

1980年以降の福祉固家再編過程と｢連帯｣の再生論で問われている論点

は,以下の三つに整理できる｡第-は,個人の権利･義審関係の問い直し

である｡家族-職域集団一国家の下に帰属することで義番を充足すると想

定される画一的な個人像は, (エスニック集団を含めた)多様な生活･就労

スタイルの下にある個人との乗証を拡大させている｡それへの対応は,受

動的な権利保障にとどまらず,個人を能動的な社会との奥約主体として再

構成し,契約日的そのものの選別を行う権能を授与することに見出されて

いる｡ただしその機能が,鼻低所得なのか,就労能力なのか,社会生活へ

の参与能力なのかについて,未だ合意はない｡

第二に, ｢社会化｣の回路を多様化するための中間集団の再編が問われて

いる｡従来のコルポラティスムと80年代以降活性化するアソシエーション

との関係を問うだけでなく,アソシエーションの活用を,福祉国家のパフ

ォーマンスの効率化という(システム統合)の論理の上に従属させず,く社
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会統合)の論理の上に基礎づけるために,二つの論理の整序が必要である

600

第三は,代表制の再構築と新たな政治主体の形成である｡戟後フランス

では,改革官僚の主導によって福祉国家が形成され,労働勢力は優越的地

位を保障されることでく上から)そこに組み込まれた｡戟後政治では左右

両派が既存の福祉国家の枠内で利益配分を争うこととなり,その外部から

提起された｢正統性｣問題に対応する回路が発達しなかった｡今冒に至る

まで,福祉固家改革が日程にのぼるたびに,街頭での示威行動や暴動が繰

り返されることはその現れである｡福祉国家再編が｢正当性｣の回復を伴

うためには,従来の左右勢力の外部にある多様な社会的アクターを政治的

に代表しうる回路をどう再構築するのかが問われていかなければならない｡

( 1 )保守主義を強調するものとして, PaulV. Dutton, OriginesoftheFrench

Welfare State: the struggle for Social Reform in France, 1914-1947, Pans, Cam-

bridgeUniversityPress, 2002;エスピン･アンデ)レセン(岡沢憲芙･宮本太

郎監訳) 『福祉資本主義の三つの世界-比較福祉固家の理論と動態』ミネ

ルヴァ書房, 2000年, 59頁など｡自由主義を強調するものとして, JanetR.
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